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L 附属書 
 
L1 使用済燃料の貯蔵量 

事業所等 貯蔵量（t） 使用済燃料の種類 

日本原子力発電（株） 
東海第二発電所 370

ウラン酸化物燃料集合体 

敦賀発電所 580

北海道電力（株） 泊発電所 370

東北電力（株） 
東通原子力発電所 60

女川原子力発電所 420

東京電力（株） 

福島第一原子力発電所 1,860

福島第二原子力発電所 1,120

柏崎刈羽原子力発電所 2,270

中部電力（株） 浜岡原子力発電所 1,140

北陸電力（株） 志賀原子力発電所 120

関西電力（株） 

美浜発電所 370

大飯発電所 1,370

高浜発電所 1,200

中国電力（株） 島根原子力発電所 390

四国電力（株） 伊方発電所 560

九州電力（株） 
玄海原子力発電所 840

川内原子力発電所 850

（独）日本原子力研究

開発機構 

原子炉廃止措置研究開発センター 70
ウラン酸化物燃料集合体、

混合酸化物燃料集合体 

高速増殖炉研究開発センター 0  

東海研究開発センター核燃料サイクル 
工学研究所再処理施設 

41
ウラン酸化物燃料集合体、

混合酸化物燃料集合体 

東海研究開発センター原子力科学研究所 18 ウラン酸化物燃料集合体 

大洗研究開発センター 16
ウラン酸化物燃料集合体、

混合酸化物燃料集合体 

日本原燃（株） 再処理事業所再処理施設 2,834 ウラン酸化物燃料集合体 

合計 16,869  
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L2 放射性廃棄物の貯蔵量 
 
L2.1 高レベル放射性廃棄物 

施設 ガラス固化体（本＊） 高レベル液体廃棄物 

（独）日本原子力研究開発機構 再処理施設 247 380 m3

日本原燃（株） 
再処理施設 118 0

廃棄物管理施設 1,338 0

合計 1,703 380 m3

＊：120 リットル容器 

 
L2.2 発電所廃棄物 
 
１．均質固化体、充填固化体及び雑固体 

発電所 均質固化体（本） 充填固化体（本） 雑固体（本） 合計（本）

日本原子力発電

（株） 

東海発電所 0 0 1,433 1,433

東海第二発電所 453 347 54,933 55,733

敦賀発電所 2,496 382 65,202 68,080

北海道電力（株）  泊発電所 576 0 6,870 7,446

東北電力（株） 
女川原子力発電所 1,684 0 25,384 27,068

東通原子力発電所 0 0 7,860 7,860

東京電力（株） 

福島第一原子力発電所 -* -* -* -*

福島第二原子力発電所 644 1,658 15,008 17,310

柏崎刈羽原子力発電所 0 0 31,923 31,923

中部電力（株） 浜岡原子力発電所 3,295 1,576 29,939 34,810

北陸電力（株） 志賀原子力発電所 8 562 4,964 5,534

関西電力（株） 

美浜発電所 2,240 1,882 24,774 28,896

高浜発電所 5,041 0 41,597 46,638

大飯発電所 3,522 4,132 25,387 33,041

中国電力（株） 島根原子力発電所 252 1,897 25,567 27,716

四国電力（株） 伊方発電所 1,317 724 27,978 30,019

九州電力（株） 
玄海原子力発電所 3,907 1,100 33,138 38,145

川内原子力発電所 2,339 0 16,638 18,977

（独）日本原子力

研究開発機構 

原子炉廃止措置研究開

発センター 
2,016 0 17,288 19,304

研究開発センター も

んじゅ 
20 0 4,944 4,964

合計 29,810+(*) 14,260+(*) 46,0827+(*) 504,897+(*)

貯蔵単位は 200 リットルドラム缶（雑固体には、200 リットルドラム缶換算を含む）本数 
＊：東日本大震災の影響のため、現在評価中。 
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２．蒸気発生器 
発電所 保管数（基） 

関西電力（株） 

美浜発電所 7  

高浜発電所 6 

大飯発電所 8 

四国電力（株） 伊方発電所 4 

九州電力（株） 
玄海原子力発電所 4 

川内原子力発電所 3 

合計 32 

 
３．制御棒、チャンネルボックス等 

発電所 
制御棒 
（本＊1

） 
チャンネル 

ボックス等（本） 
その他 
（m3

） 
樹脂等 
（m3

） 

日本原子力発電

（株） 

東海発電所 91 m3 0 1,299 60

東海第二発電所 273 3,591 16 881

敦賀発電所（１号） 165 1,850 49 829

敦賀発電所（２号） 353 0 0 87

北海道電力（株） 泊発電所 300 0 0 90

東北電力（株） 
女川原子力発電所 195 3,103 1 484

東通原子力発電所 50 408 0 86

東京電力（株） 

福島第一原子力発電所 -*2 -*2 -*2 -*2

福島第二原子力発電所 699 9,233 43 5,170.2

柏崎刈羽原子力発電所 710 12,927 0 2,414

中部電力（株） 浜岡原子力発電所 536 11,057 31 2,585

北陸電力（株） 志賀原子力発電所 44 886 0 141

関西電力（株） 

美浜発電所 690 0 0 111

高浜発電所 1,336 0 0 115

大飯発電所 1,112 0 0 113

中国電力（株） 島根原子力発電所 269 4,416 56 847

四国電力（株） 伊方発電所 637 0 0 155

九州電力（株） 
玄海原子力発電所 777 0 0 165

川内原子力発電所 444 0 0 142

小計 
8,590 +*2 
+(91 m3) 

47,471+*2 (1,495+*2) 
m3 

(14,475+*2) 
m3 

 
制御棒 
（本） 

中性子検出器 
（本） 

その他 
（本） 

樹脂等 
（m3

） 

（独）日本原子

力研究開発機構 
原子炉廃止措置研究開

発センター 
54 128 0 216

 制御棒駆動機構案内管等（本） 

（独）日本原子

力研究開発機構 
研究開発センター も

んじゅ 
5 

＊1：東海発電所以外 
＊2：東日本大震災の影響のため、現在評価中。 
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L2.3 長半減期低発熱放射性廃棄物 

施設 
ドラム缶 
（本） 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 
固化体（本）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 
固化体（本）

その他の種類

（本） 
合計（本）

（独）日本原子

力研究開発機構 
再処理施設 32,147 29,967 1,812 11,813 75,739

日本原燃（株） 
再処理事業所 
（再処理施設） 

10,423 0 0 16,174 26,597

日本原燃（株） 
再処理事業所 
（廃棄物管理

施設） 
1,064 0 0 44 1,108

小計 43,634 29,967 1,812 28,031 103,444

 せん断被覆片等（本） 使用済ﾌｨﾙﾀ等（本） 試料ビン等（本） 合計（本）

（独）日本原子

力研究開発機構 
再処理施設 4,956 302 1,356 6,614

日本原燃（株） 再処理事業所 219＊1 0 0 219

 低放射性濃縮廃液（m3
） スラッジ（m3

） 廃溶媒（m3
） 

（独）日本原子

力研究開発機構 
再処理施設 2,768 1,136 105

貯蔵単位は 200 リットルドラム缶（200 リットルドラム缶換算を含む）本数 
＊1：せん断被覆片等は 1,000 リットルドラム缶 
 
L2.4 ウラン廃棄物 

 
ドラム缶 
（本） 

その他の種類 
（本） 

合計 
（本） 

低レベル液体廃棄物

（m3
） 

（株）グローバル・ニュークリア・

フュエル・ジャパン 
15,625 2,769 18,394 0.14

三菱原子燃料（株） 9,703 828 10,531 1.80

原 子 燃 料 工 業

（株） 

東海事業所 5,515 867 6,382 7.15

熊取事業所 7,155 46 7,201 11.6

（独）日本原子力

研究開発機構 
ウラン濃縮 
原型プラント 

524 56 580 0

日本原燃（株） 濃縮・埋設事業所 4,786 1,192 5,978 1.47

合計 43,308 5,758 49,066 22.16

貯蔵単位は 200 リットルドラム缶（200 リットルドラム缶換算を含む）本数 
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L2.5 研究施設等廃棄物 
 

本項目で示したデータは、文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課長通知「放射性

廃棄物の管理に関する定期報告について（通知）」に基づき提出された「放射性廃棄物管理

状況報告書」（平成 22 年度）のデータ、原子炉等規制法第 67 条第 1 項の規定に基づき平成

22 年度分として報告徴収したデータ、放射線障害防止法第 42 条 第 1 項及び同法施行規則第

39 条第 3 項の規定に基づき各事業者等から報告された平成 21 年度放射線管理状況報告書の

データ等を整理したものである。 
試験研究用原子炉施設及び研究開発段階にある原子炉施設（発電の用に供するものを除く。）の設置者及び原子炉

等規制法施行令第 41 条に定める核燃料物質の使用施設に係る核燃料使用者が保管している廃棄物 

事業所名称 
固体廃棄物 
（本＊1

） 
液体廃棄物

（m3
） 

備考 

（独）日本原

子力研究開発

機構 

原子力科学研究所 135,460 － 原子炉施設と核燃料使用施設の合算値。 

核燃料サイクル工学研究

所 
62,032 26.3 核燃料使用施設 

大洗研究開発センター 
（北地区） 

1,478 － 原子炉施設、核燃料使用施設の合算値。 
29,075 － 廃棄物管理施設 

大洗研究開発センター 
（南地区） 

135 0.03
固体は原子炉施設の値（一時保管）。液体は核

燃料使用施設の値。 

人形峠環境技術センター 14,951 10.1 核燃料使用施設 

むつ事務所 1,060 21.5 原子炉施設 

東京大学大学院工学研究科原子力専攻 26 2.7
固体は、原子炉施設と核燃料使用施設の合算値

（一時保管）。液体は、原子炉施設の値。 

京都大学 原子炉実験所 63 0.0 原子炉施設と核燃料使用施設の合算値。 

放射線医学総合研究所 918 － 核燃料使用施設 

（財）核物質

管理センター 

東海保障措置センター 201 － 核燃料使用施設 

六ヶ所保障措置センター 213 － 核燃料使用施設 

立教大学 原子力研究所 15 7.2 原子炉施設 

東京都市大学（旧武蔵工業大学） 原子力

研究所 
5 － 原子炉施設 

近畿大学 原子力研究所 3 － 原子炉施設 

原子燃料工業（株） 東海事業所 6,382 7.2
核燃料使用施設（加工施設にも該当するため、

L2.4 の表中の値の再掲） 

日本核燃料開発（株） 294 13.3 核燃料使用施設 

ニュークリア・デベロップメント（株） 1,754 － 核燃料使用施設 

（株）東芝 

研究炉管理センター 73 － 原子炉施設 

原子力技術研究所 1,597 0.7
固体は原子炉施設と核燃料使用施設の合算値。

液体は核燃料使用施設の値。 

（株）日立製作所 原子力事業統括本部王

禅寺センタ 
494 － 原子炉施設 

合計 256,229 89.0 - 

原子炉等規制法施行令第 41 条に該当しない核燃料物質の使用施設にかかる核燃料使用者が保管している廃棄物 

（195 事業所） 76,866 本＊1 固体・液体廃棄物の合算値。 

注）本データには、使用施設から発生する長半減期低発熱放射性廃棄物及びウラン廃棄物を含む。 
＊1：貯蔵単位は 200 リットルドラム缶（200 リットルドラム缶換算を含む）本数 
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放射線障害防止法第 4 条第 1 項の許可を受けた廃棄業者が保管している廃棄物 

事業所名 廃棄体数（本＊） 備考 

東京大学アイソトープ総合センター 0

（社）日本アイソトープ協会 

関東第２廃棄物中継所 8,501

茅記念滝沢研究所 747

市原事業所 66,818

関西廃棄物中継所 0

（株）ヴェスタ 41,038

（独）日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 96,223
原子炉等規制法に基づき報

告されるデータでもある。 

大洗研究開発センター 
（北地区） 

28,836
原子炉等規制法に基づき報

告されるデータでもある。 

（株）ティー・エヌ・テクノス 筑波研究本部 214

合計 242,377

なお、これ以外に、放射線障害防止法第 3 条第 1 項の許可を受けた使用者等が貯蔵する廃棄物として、12,619 本

存在する。 
＊：貯蔵単位は 200 リットルドラム缶（200 リットルドラム缶に換算を含む）本数。また、本データには、液体

廃棄物を含む。 
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L3 G 章に関連する法令の抜粋 
 
表 G4-1 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準 
（使用済燃料の臨界防止） 
第三条 使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法

にすることその他の適切な措置が講じられているものでなければならない。 
 
（火災による損傷の防止） 
第四条 使用済燃料貯蔵施設が火災の影響を受けることにより使用済燃料貯蔵施設の安全に著しい支障が生じる

おそれがある場合は、必要に応じて消火設備及び警報設備（自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の

発生を自動的に検知し、警報を発する設備に限る。）を施設しなければならない。 
２ 前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により使用済燃料貯蔵施設の安全に著しい支

障を及ぼすおそれがないものでなければならない。 
３ 非常用電源設備その他の安全上重要な施設であって、火災により損傷を受けるおそれがあるものについては、

可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を

講じなければならない。 
 
（耐震性） 
第五条 使用済燃料貯蔵施設は、これに作用する地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないよ

うに施設しなければならない。 
２ 前項の地震力は、使用済燃料貯蔵施設の構造及びこれが損壊した場合における災害の程度に応じて、基礎地盤

の状況、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度、地震活動の状況その他の要因を考慮して算定

しなければならない。 
 
（材料及び構造） 
第六条 使用済燃料貯蔵施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、使用済燃料貯蔵施設の安

全を確保する上で重要なもの（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、当該容器等がその

設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものでなければならない。 
２ 使用済燃料貯蔵施設に属する容器及び管のうち、使用済燃料貯蔵施設の安全を確保する上で重要なものは、適

切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように施設しなければなら

ない。 
 
（除熱） 
第七条 使用済燃料貯蔵施設は、使用済燃料の崩壊熱を安全に除去するように施設しなければならない。 
 
（閉じ込めの機能） 
第八条 使用済燃料貯蔵施設は、次に掲げるところにより、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物（以

下「使用済燃料等」という。）を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように施設しなければならない。

一 使用済燃料を封入する容器は、使用済燃料等が外部に漏えいするおそれがない構造であること。 
二 流体状の使用済燃料によって汚染された物を内包する容器又は管に使用済燃料によって汚染された物を含

まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の使用済燃料によって汚染された物が使用済燃料によって汚

染された物を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。 
三 液体状の使用済燃料によって汚染された物を取り扱う設備が設置される施設（液体状の使用済燃料によって

汚染された物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲げるところにより施設すること。 
イ 施設内部の床面及び壁面は、液体状の使用済燃料によって汚染された物が漏えいし難いものであること。

ロ 液体状の使用済燃料によって汚染された物を取り扱う施設の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくは

その周辺部には、液体状の使用済燃料によって汚染された物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰

が施設されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、

液体状の使用済燃料によって汚染された物が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りではない。

ハ 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって使用済燃

料によって汚染された物により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。）の上に施設

の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に使用済燃料によって汚染された物により汚染された排

水を安全に廃棄する設備及び第十五条第二号に掲げる事項を計測する設備を施設する場合は、この限りでは

ない。 
 
（しゃへい） 
第九条 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所内の外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場合には、

放射線障害を防止するために必要なしゃへい能力を有するしゃへい設備を施設しなければならない。この場合に

おいて、当該しゃへい設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必

要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講じなければならない。 
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（換気） 
第九条の二 使用済燃料貯蔵施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要があ

る場合には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。 
一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 
二 使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。 
三 ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持しうるものであり、かつ、ろ過装置の使用

済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 
四 吸気口は、使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。 

 
（使用済燃料によって汚染された物による汚染の防止） 
第十条 使用済燃料貯蔵施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、使用済燃料に

よって汚染された物により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、使用済燃料

によって汚染された物による汚染を除去しやすいものでなければならない。 
 
（安全上重要な施設） 
第十一条 非常用電源設備その他の安全上重要な施設は、次に掲げるところにより施設しなければならない。  
一 二以上の原子力施設（加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物

管理施設及び使用施設等をいう。）において共用する場合には、共用することによって使用済燃料貯蔵施設の

安全を確保する機能が損なわれるおそれがないようにすること。 
二 使用済燃料貯蔵施設の安全を確保する機能を確認するための検査又は試験及びこれらの機能を健全に維持

するための保守又は修理ができること。 
 
（搬送設備及び受入れ設備） 
第十二条 使用済燃料を封入した容器の搬送及び受入れのために使用する設備は、次に掲げるところにより施設し

なければならない。 
一 使用済燃料を封入した容器の搬送及び受入れを行う設備は、容器を安全に取り扱う能力を有するものである

こと。 
二 使用済燃料を封入した容器の搬送及び受入れをするための動力の供給が停止した場合に、その容器を安全に

保持しているものであること。 
 
（計測制御系統施設） 
第十三条 使用済燃料貯蔵施設には、次に掲げる事項を計測する設備を施設しなければならない。この場合におい

て、当該事項を計測する設備については、直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもって替え

ることができる。 
一 使用済燃料を封入した容器の表面温度 
二 使用済燃料を封入した容器蓋部の密封性の監視のための当該容器蓋部（ただし、蓋を溶接する場合を除く。）

の圧力 
三 使用済燃料を貯蔵する建物の給排気温度 

２ 使用済燃料貯蔵施設には、その設備の機能の喪失、誤動作その他の要因により使用済燃料貯蔵施設の安全を著

しく損なうおそれが生じたとき、第十五条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部放射線に係る線

量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいす

るおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を施設しなければならない。 
 
（廃棄施設） 
第十四条 放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）は、次に掲げるところによ

り施設しなければならない。 
一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ経

済産業大臣の定める値以下になるように使用済燃料貯蔵施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を

有するものであること。 
二 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の

廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以

外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。 
三 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出すること

がないものであること。 
四 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し

うるものであり、かつ、ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造である

こと。 
五 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出すること

がないものであること。 
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（放射線管理施設） 
第十五条 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設を施設しなけれ

ばならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設を

もって替えることができる。 
一 使用済燃料貯蔵施設の放射線しゃへい物の側壁における線量当量率 
二 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度 
三 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 
四 管理区域における外部放射線に係る線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染され

た物の表面の放射性物質の密度 
五 周辺監視区域における外部放射線に係る線量当量 

 
（非常用電源設備） 
第十六条 使用済燃料貯蔵施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、使用済燃料貯蔵施

設の安全を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同

等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。 
２ 使用済燃料貯蔵施設の安全を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能

を有する設備を施設しなければならない。 

 
表 G5-1 金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中間貯蔵施設のための安全審査指針 
立地条件 
 
指針１ 基本的条件 
 使用済燃料中間貯蔵施設の立地地点及びその周辺における以下の事象を検討し、安全確保上支障がないことを確

認すること。  
１．自然環境 

 （１）地震、津波、地すべり、陥没、台風、高潮、洪水、異常寒波、豪雪等の自然現象 
 （２）地盤、地耐力、断層等の地質及び地形等 
 （３）風向、風速、降雨量等の気象 
 （４）河川、地下水等の水象及び水理 

２．社会環境 
 （１）近接工場等における火災、爆発等 
 （２）航空機事故等による飛来物等 
 （３）農業、畜産業、漁業等の食物に関する土地利用及び人口分布状況等 
 
指針２ 平常時条件 
 使用済燃料中間貯蔵施設は、平常時における一般公衆の線量が、法令に定める線量限度を超えないことはもとよ

り、合理的に達成できる限り低いものであること。  
 
指針３ 事故時条件 
 使用済燃料中間貯蔵施設に 大想定事故が発生するとした場合、一般公衆に対して、過度の放射線被ばくを及ぼ

さないこと。  
 

１．事故の選定 
  使用済燃料中間貯蔵施設の設計に即し、 
 （１）施設内移送中の誤操作等による金属キャスクの衝突・落下 
 （２）自然災害 

 等、金属キャスクの基本的安全機能を著しく損なう恐れのある事故の発生の可能性を、長期貯蔵に伴う金

属キャスクの構成部材の経年変化も踏まえ、技術的観点から十分に検討し、 悪の場合、技術的にみて発生

が想定される事故であって、一般公衆の放射線被ばくの観点からみて重要と考えられる事故を選定すること。

 
２．放射性物質の放出量等の計算 

 １で選定した事故のそれぞれについて、技術的に妥当な解析モデル及びパラメータを採用するほか、次の

事項に関し、十分に検討し、安全裕度のある妥当な条件を設定して、放射性物質の放出量等の計算を行なう

こと。 
 （１）燃料被覆管からの放射性物質の漏えい量 
 （２）金属キャスクの閉じ込め機能や遮へい機能の健全性 
 （３）放射性物質の漏えいを想定する金属キャスクの基数 
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 （４）放射性物質の大気中の拡散条件 
 （５）評価期間 
 

３．線量の評価 
 １で選定した事故のうち、２の計算により一般公衆に対して 大の放射線被ばくを及ぼす事故を 大想定

事故として設定し、その場合の線量をもってしても、一般公衆に対し、過度の放射線被ばくを及ぼさないこ

とを確認すること。ただし、１で選定した事故による一般公衆の放射線被ばくがいずれも想定し得ない場合

には、本評価は要しないものとする。 
 
放射線管理 
 
指針４．閉じ込めの機能 
使用済燃料中間貯蔵施設は、以下の対策を講ずることにより、放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能を

有する設計であること。 
１．金属キャスクは、設計貯蔵期間を通じて、使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持できる設計である

こと。 
２．金属キャスクは、使用済燃料集合体を内封する空間を、蓋部において多重の閉じ込め構造により容器外部か

ら遮断できる設計であること。また閉じ込め機能について監視ができる設計であること。 
３．金属キャスクは、万一の蓋部の閉じ込め機能の異常に対して、蓋を追加装着できる構造を有する設計とする

こと等、閉じ込め機能の修復性に関して考慮がなされていること。 
４．金属キャスクは、燃料被覆管の健全性を維持する観点から、設計貯蔵期間を通じて燃料被覆管の温度を低く

保つことができる設計であること。 
５．金属キャスクは、その閉じ込め機能を維持する観点から、設計貯蔵期間を通じてその構成部材の健全性が保

たれる温度範囲にあるよう設計されていること。 
 
指針５．放射線遮へい 
使用済燃料中間貯蔵施設は、直接線及びスカイシャイン線による一般公衆の被ばく線量が十分に低くなるように

適切な放射線遮へいがなされていること。また、放射線業務従事者の作業条件を考慮して、十分な放射線遮へいが

なされていること。 
金属キャスク以外のものに遮へい機能を期待し、かつその遮へい材にコンクリート等を使用する場合は、遮へい

材の温度をその遮へい能力が損なわれない温度以下に保つ設計であること。 
 
指針６．放射線被ばく管理 
１．作業環境における放射線被ばく管理 
（１）放射線業務従事者の作業環境を監視、管理するため、線量率等の監視系統及び測定機器並びに線量率の異

常な上昇に対する警報系統を設けること。 
（２）上記監視系統及び警報系統からの主要な情報は、適切な場所において集中して監視できる設計であること。

２．放射線業務従事者等の個人被ばく管理 
放射線業務従事者等の個人被ばく管理に必要な線量計等の機器を備えること。 

３．管理区域の区分 
使用済燃料中間貯蔵施設の管理区域は、線量率及び表面汚染密度の程度により必要に応じて適切に区分し、

適切な出入管理等を行える設計であること。 
 
環境安全等 
 
指針７．放射性廃棄物の放出管理 
使用済燃料中間貯蔵施設は、その貯蔵等に伴い発生する放射性廃棄物を適切に処理すること等により、周辺環境

へ放出する放射性物質の濃度等を合理的に達成できる限り低くできるようになっていること。 
 
指針８．長期貯蔵等に対する考慮 
使用済燃料中間貯蔵施設は、使用済燃料集合体の健全性及び基本的安全機能を有する構成部材の健全性を、長期

貯蔵に伴う経年変化等を考慮し、以下の対策を講ずることにより、設計貯蔵期間を通じて適切に保つことができる

設計であること。 
１．基本的安全機能を維持する上で重要な金属キャスクの構成部材は、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境、

並びにその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化に対して十分な信頼性のある材料を選定し、

その必要とされる強度、性能を維持し、必要な安全機能を失うことのない設計であること。 
２．金属キャスクは、使用済燃料集合体を不活性ガスとともに封入（装荷）して貯蔵するものであること。 
３．金属キャスクは、使用済燃料集合体の健全性及び基本的安全機能を有する構成部材の健全性を維持する観点

から、使用済燃料の崩壊熱を適切に除去できる設計であること。 
４．貯蔵建屋は、金属キャスクの表面からの除熱を維持する観点から、建屋内の雰囲気温度を低く保つことがで
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きる設計であること。また貯蔵建屋内の雰囲気温度が異常に上昇していないことを監視できる設計であること。
 
指針９．放射線監視 

使用済燃料中間貯蔵施設は、放射性廃棄物の放出の経路における放射性物質の濃度等を適切に監視するための対

策が講じられていること。また、放射性物質の放出の可能性に応じ、周辺環境における線量率、放射性物質の濃度

等を適切に監視するための対策が講じられていること。 
 
臨界安全 
 
指針 10．単一金属キャスクの臨界安全 

使用済燃料中間貯蔵施設における金属キャスクの単体は、使用済燃料集合体を収納した条件下で、技術的にみて

想定されるいかなる場合でも臨界を防止する設計であること。金属キャスク内部のバスケットが臨界防止機能の一

部を構成する場合には、設計貯蔵期間を通じてバスケットの構造健全性が保たれる設計であること。 
 
指針 11．複数金属キャスクの臨界安全 

使用済燃料中間貯蔵施設は、施設内における金属キャスク相互の中性子干渉を考慮し、技術的にみて想定される

いかなる場合でも臨界を防止する対策が講じられていること。 
 
指針 12．臨界事故に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設において、誤操作等により臨界事故の発生するおそれのある場合には、万一の臨界事故

時に対する適切な対策が講じられていること。ただし、指針 10 及び指針 11 を満足し、かつ貯蔵される使用済燃

料が金属キャスク内に収納されている場合においては、物理的に臨界になり得ないので、この限りではない。 
 
その他の安全対策 
 
指針 13．地震に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設は、敷地及びその周辺地域における過去の記録、現地調査結果等を参照して、 も適切

と考えられる設計地震力に対し基本的安全機能が維持できる設計であること。 
 
指針 14．地震以外の自然現象に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設における安全上重要な施設は、敷地及びその周辺地域における過去の記録、現地調査等

を参照して、予想される地震以外の自然現象のうち も苛酷と考えられる自然力を考慮した設計であること。 
 
指針 15．火災・爆発に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設は、火災・爆発の発生を防止し、かつ、万一の火災・爆発時には、その拡大を防止する

とともに、施設外への放射性物質の放出が過大とならないための適切な対策が講じられていること。 
１．使用済燃料中間貯蔵施設は、実用上可能な限り不燃性または難燃性材料を使用する設計であること。 
２．使用済燃料中間貯蔵施設において可燃性物質を使用する場合は、火災・爆発の発生を防止するため、着火源

の排除、異常な温度上昇の防止対策、可燃性物質の漏洩防止及び洩れ込み防止対策等適切な対策が講じられて

いること。 
３．火災の拡大を防止するために、適切な検知、警報系統及び消火設備が設けられているとともに、火災による

影響低減のために適切な対策が講じられていること。 
 
指針 16．電源喪失に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設においては、停電等の外部電源系の機能喪失時に、以下の安全上必要な設備・機器を作

動し得るのに十分な容量及び信頼性のある電源系を有すること。 
１．金属キャスクの閉じ込め機能監視設備 
２．放射線監視設備 
３．火災等の警報設備、緊急通信・連絡設備、非常照明灯等の設備・機器 

 
指針 17．金属キャスクの移動に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設においては、使用済燃料を収納した金属キャスクの受入れ、貯蔵及び搬出にかかる金属

キャスクの移動に対して、基本的安全機能を維持する観点から、適切な対策が講じられていること。 
 
指針 18．事故時に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設は、事故時に対応した警報、通信連絡、放射線業務従事者等の避難等のための適切な対

策が講じられていること。 
１．適切な放射線計測器、放射線防護具等が必要に応じ確保されていること。 
２．通常の照明用の電源が喪失した場合においても、その機能を失うことのない退避用の照明を設備し、かつ、

単純、明確及び永続性のある標識のついた安全退避通路を有する設計であること。 
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指針 19．共用に対する考慮 
使用済燃料中間貯蔵施設の安全上重要な施設のうち、当該使用済燃料中間貯蔵施設以外の原子力施設との間また

は当該使用済燃料中間貯蔵施設内で共用するものについては、その機能、構造等から判断して、共用によって当該

使用済燃料中間貯蔵施設の安全性に支障をきたさないものであること。 
 
指針 20．準拠規格及び基準 

使用済燃料中間貯蔵施設における安全上重要な施設の設計、材料の選定、製作、工事及び検査は、適切と認めら

れる規格及び基準によるものであること。 
１．使用済燃料中間貯蔵施設は、「原子炉等規制法」、「建築基準法」、「消防法」等日本国内法令を満足する

こと。 
２．安全上重要な施設の設計、材料の選定、製作、工事、検査等については、適切と認められる国内の規格及び

基準によるものであること。ただし、十分使用実績があり信頼性の高い国外の規格及び基準によることを妨げ

るものではない。 
 
指針 21．検査、修理等に対する考慮 

使用済燃料中間貯蔵施設は、安全上の重要性及び必要性に応じ、適切な方法により検査、試験、保守及び修理が

できるようになっていること。 

 
表 G6-1 保安規定に記載すべき事項 
（使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第３７条第１項） 
１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。 
２．安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。 
３．使用済燃料貯蔵施設の品質保証に関すること（根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業

手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。）。 
４．使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。  
５．使用済燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに使用済燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要 

となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 
６．使用済燃料貯蔵施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの 

a. 保安教育の実施方針（実施計画の策定を含む。）に関すること。 
b. 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの 
（１）関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 
（２）使用済燃料貯蔵施設の構造、性能及び運転に関すること。 
（３）放射線管理に関すること。 
（４）核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。 
（５）非常の場合に講ずべき処置に関すること。 
c. その他使用済燃料貯蔵施設に係る保安教育に関し必要な事項 

７．保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。  
８．管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。  
９．排気監視設備及び排水監視設備に関すること。  
１０．線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視

並びに汚染の除去に関すること。  
１１．放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。  
１２．使用済燃料貯蔵施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。  
１３．使用済燃料貯蔵施設の施設定期自主検査に関すること。  
１４．使用済燃料の受払い、運搬その他の取扱いに関すること。  
１５．放射性廃棄物の廃棄に関すること。  
１６．非常の場合に採るべき処置に関すること。  
１７．使用済燃料貯蔵施設に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する適正な記録及び報告（事故故障等

の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。）に関すること。  
１８．使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関すること。  
１９．保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用済燃料貯蔵事業者との共 

有に関すること。 
２０．不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 
２１．その他使用済燃料貯蔵施設に係る保安に関し必要な事項 
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別表 G6-2 廃止措置に係る保安規定記載事項 
（使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第３７条第２項） 
使用済燃料貯蔵施設の廃止措置計画の認可を受けるにあたっては、保安規定を以下のとおり変更し、保安規定の変

更認可を受けなければならない。 
 
一  関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。 
二  安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。 
三  使用済燃料貯蔵施設の品質保証に関すること（根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作

業手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。）。 
四  廃止措置の品質保証に関すること（根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手順書等

の保安規定上の位置付けに関することを含む。）。 
五  廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 
六  使用済燃料取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに使用済燃料取扱主任者が保安の監督を行う上で必要

となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 
七 廃止措置の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの 
イ 保安教育の実施方針（実施計画の策定を含む。）に関すること。 
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの 
（１）関係法令及び保安規定の遵守に関すること。  
（２）使用済燃料貯蔵施設の構造及び性能に関すること。 
（３）使用済燃料貯蔵施設の廃止措置に関すること。 
（４）放射線管理に関すること。 
（５）核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。 
（６）非常の場合に講ずべき処置に関すること。 
ハ その他使用済燃料貯蔵施設に係る保安教育に関し必要な事項 

八 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。  
九 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。  
十 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。  
十一 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視

並びに汚染の除去に関すること。 
十二 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。  
十三 使用済燃料貯蔵施設の施設定期自主検査に関すること。  
十四 使用済燃料貯蔵施設の巡視及びこれに伴う処置に関すること。  
十五 放射性廃棄物の廃棄に関すること。 
十六 非常の場合に採るべき処置に関すること。  
十七 使用済燃料貯蔵施設に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する適正な記録及び報告（第四十三条

の十三各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含

む。）に関すること。  
十八 廃止措置に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する適正な記録及び報告（第四十三条の十三各号

に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。）に関すること。

十九 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の使用済燃料貯蔵事業者との共

有に関すること。 
二十 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 
二十一 廃止措置の管理に関すること。  
二十二 その他使用済燃料貯蔵施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項 

 
表 G6-3 報告対象事象 
（使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第４３条の１３） 
使用済燃料貯蔵事業者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を１

０日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。 
 
１．使用済燃料の盗取又は所在不明が生じたとき。  
２．使用済燃料貯蔵施設の故障（使用済燃料の貯蔵に及ぼす支障が軽微なものを除く。）があったとき。  
３．気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の

濃度が経済産業大臣が定める濃度限度を超えたとき。  
４．液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の

放射性物質の濃度が経済産業大臣が定める濃度限度を超えたとき。  
５．使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。  
６．使用済燃料貯蔵施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、使用済燃料等が管理区域内で漏えいした

とき。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置
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を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 
a. 漏えいした液体状の使用済燃料等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するた

めの堰の外に拡大しなかったとき。 
b. 気体状の使用済燃料等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持され

ているとき。 
７．放射線業務従事者について経済産業大臣が定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったと

き。  
８．使用済燃料貯蔵施設に関し、人の障害（放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。）が発生し、又は

発生するおそれがあるとき。 
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L4 H 章に関連する法令の抜粋 
 
表 H4-1「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準」 
（火災等による損傷の防止） 
第三条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が火災の影響を受けることにより特定廃棄物埋設施設又は

特定廃棄物管理施設の安全に著しい支障が生じるおそれがある場合は、必要に応じて消火設備及び警報設備（自

動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発する設備に限る。）を施設し

なければならない。 
２ 前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管

理施設の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならない。 
３ 非常用電源設備その他の安全上重要な施設であって、火災により損傷を受けるおそれがあるものについては、

可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を

講じなければならない。 
４ 水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備は、発生した水素が滞留しない構造と

しなければならない。 
５ 水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備（爆発の危険性がないものを除く。）

をその内部に設置するセル及び室は、当該設備から水素が漏えいした場合においてもそれが滞留しない構造とす

ることその他の爆発を防止するための適切な措置を講じなければならない。 
 
（耐震性） 
第四条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、これに作用する地震力による損壊により公衆に放射線障

害を及ぼすことがないように施設しなければならない。 
２ 前項の地震力は、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の構造及びこれが損壊した場合における災害の

程度に応じて、基礎地盤の状況、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度、地震活動の状況その

他の要因を考慮して算定しなければならない。 
 
（材料及び構造） 
第五条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、

特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全を確保する上で重要なもの（以下この項において「容器等」

という。）の材料及び構造は、当該容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものでなければ

ならない。 
２ 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び管のうち、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設の安全を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、

著しい漏えいがないように施設しなければならない。 
 
（閉じ込めの機能） 
第六条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を限定された区

域に閉じ込める機能を保持するように施設しなければならない。 
一 流体状の放射性廃棄物を内包する容器又は管に放射性廃棄物を含まない流体を導く管を接続する場合には、

流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。 
二 密封されていない放射性廃棄物を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであるこ

と。 
三 放射性廃棄物による汚染の発生のおそれのある室は、必要に応じ、その内部を負圧状態に維持し得るもので

あること。 
四 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備が設置される施設（液体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれ

がある部分に限る。）は、次に掲げるところにより施設すること。 
イ 施設内部の床面及び壁面は、液体状の放射性廃棄物が漏えいし難いものであること。  
ロ 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体

状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が施設されていること。ただし、施設内部

の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいす

るおそれがないときは、この限りでない。  
ハ 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所の外に排水を排出する排水路（湧水に係る

ものであって放射性廃棄物により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。）の上に施

設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に放射性廃棄物により汚染された排水を安全に廃棄す

る設備及び第十五条第三号に掲げる事項を計測する設備を施設する場合は、この限りでない。  
 
（しゃへい） 
第七条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所内の外部放射線による放射線障害を防止

する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要なしゃへい能力を有するしゃへい設備を施設しなけ
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ればならない。この場合において、当該しゃへい設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射

線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
 
（換気） 
第八条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設内の放射性廃棄物により汚染された空気による放射線障害

を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備を施設しなければならない。 
一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。 
二 放射性廃棄物により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。 
三 ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の放射

性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。 
四 吸気口は、放射性廃棄物により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。 

 
（放射性廃棄物による汚染の防止） 
第九条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分

であって、放射性廃棄物により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、放射性

廃棄物による汚染を除去しやすいものでなければならない。 
 
（受入れ施設又は管理施設） 
第十条 特定廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備又は特定廃棄物管理施設のうち放射性廃棄物

を管理する設備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれが

あるものは、冷却のための必要な措置を講じ得るように施設しなければならない。 
 
（処理施設及び廃棄施設） 
第十一条 放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）は、次に掲げるところによ

り施設しなければならない。 
一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ経

済産業大臣の定める値以下になるように特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設において発生する放射性

廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。 
二 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の

廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以

外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。 
三 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出すること

がないものであること。 
四 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し

得るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造である

こと。 
五 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出すること

がないものであること。 
 
（安全上重要な施設） 
第十二条 非常用電源設備その他の安全上重要な施設は、次に掲げるところにより施設しなければならない。 
一 二以上の原子力施設（加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物

管理施設及び使用施設等をいう。）において共用する場合には、共用することによって特定廃棄物埋設施設又

は特定廃棄物管理施設の安全を確保する機能が損なわれるおそれがないようにすること。 
二 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全を確保する機能を維持するために必要がある場合には、

当該施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有すること。 
三 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全を確保する機能を確認するための検査又は試験及びこ

れらの機能を健全に維持するための保守又は修理ができること。 
 
（搬送設備） 
第十三条 放射性廃棄物を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。）は、次に掲

げるところにより施設しなければならない。 
一 通常搬送する必要がある放射性廃棄物を搬送する能力を有するものであること。 
二 放射性廃棄物を搬送するための動力の供給が停止した場合に、放射性廃棄物を安全に保持しているものであ

ること。 
 
（計測制御系統施設） 
第十四条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により

特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第十五条第二号の放射

性物質の濃度若しくは同条第四号に規定する線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄
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施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報

する設備を施設しなければならない。 
２ 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により特定廃

棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全を著しく損なうおそれが生じたときに、放射性廃棄物を限定された

区域に閉じ込める能力の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合

には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路を施設しなければならない。 
 
（放射線管理施設） 
第十五条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線

管理施設を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを

間接的に計測する施設をもって替えることができる。 
一 廃棄物管理設備本体、放射性廃棄物の受入れ施設等の放射線しゃへい物の側壁における経済産業大臣の定め

る線量当量率 
二 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度 
三 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 
四 管理区域における外部放射線に係る経済産業大臣の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性

物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 
五 周辺監視区域における外部放射線に係る経済産業大臣の定める線量当量 

 
（非常用電源設備） 
第十六条 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合にお

いて、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全を確保するために必要な設備の機能を維持するため

に、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。 
２ 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又

はこれと同等以上の機能を有する設備を施設しなければならない。 

 
表 H5-1 放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方（抜粋） 
基本的立地条件 
 
廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺において、大きな事故の誘因となる事象が起こるとは考えられないこと。ま

た、万一、事故が発生した場合において、その影響を拡大するような事象も少ないこと。 
 
基本的安全対策 
 
１廃棄物埋設地の設計 
 廃棄物埋設地の設計に当たっては、処分方法に応じて、以下のような点を考慮し、現状の技術で合理的に達成で

きる範囲において、公衆の受ける線量が低くできるように設計すること。 

（１） 閉じ込めの機能 
人工構築物を設置した廃棄物埋設施設に埋設する場合においては、一定の期間、放射性物質を廃棄物埋設地の

限定された区域に閉じ込める機能を有する設計であること。 
（２） 移行抑制 

放射性物質の廃棄物埋設地から生活環境への移行抑制を考慮した適切な対策が講じられていること。 
（３） 離隔 

埋設した放射性固体廃棄物に起因して発生すると想定される放射性物質の生活環境に及ぼす影響が安全上支障の

ないレベル以下になるように適切な深度に放射性固体廃棄物を埋設すること。 

（４） その他の考慮事項 

廃棄体の発熱、含有する化学成分等による廃棄物埋設地への影響が考えられる場合には、これを適切に考慮した

設計がなされていること。 
 

放射線の管理 
 
１ 放射線防護 
（１）廃棄物埋設施設は、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線等の散乱ガンマ線により公衆の受ける線量が

合理的に達成できる限り低くできるように放射線しゃへいがなされていること。 
（２）放射性物質の飛散の可能性がある場合は、これにより公衆の受ける線量が、合理的に達成できる限り低くで

きるように対策が講じられていること。 
（３）廃棄物埋設施設においては、放射線業務従事者の作業条件を考慮して、適切な放射線しゃへい、換気等がな

されていること。 
２放射線被ばく管理 

廃棄物埋設施設においては、放射線業務従事者の線量を十分に監視し、管理するための対策が講じられている
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こと。 
３ 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理 

廃棄物埋設施設においては、廃棄物埋設地の附属施設から発生する放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を

適切に処理する等により、周辺環境に放出する放射性物質の濃度等を合理的に達成できる限り低くできるように

なっていること。 
４ 放射線監視 
（１）廃棄物埋設施設においては、廃棄物埋設地の附属施設から放出する放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物

の放出の経路における放射性物質の濃度等を適切に監視するための対策が講じられていること。また、放射

性物質の放出量に応じて、周辺環境における放射線量、放射性物質の濃度等を適切に監視するための対策が

講じられていること。 
（２）廃棄物埋設施設においては、一定の期間、廃棄物埋設地から地下水等に漏出し、生活環境に移行する放射性

物質の濃度等について適切に監視するための対策が講じられていること。 
 
その他の管理期間内の安全対策 
 
１ 地震に対する設計上の考慮 

廃棄物埋設施設は、設計地震力に対して、適切な期間、安全上要求される機能を損なわない設計であること。

この設計地震力は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における耐震設計上の重要度分類に基づき、

耐震クラスに応じて定めること。 
２ 地震以外の自然現象に対する設計上の考慮 

廃棄物埋設施設は、敷地及びその周辺における過去の記録、現地調査等を参照して、予想される地震以外の自

然現象を考慮して、適切な期間、安全上要求される機能を損なわない設計であること。 
３ 湧水に対する考慮 

 坑道及び処分空洞等の中で発生する湧水を適切に排水し、かつ、万一の突発的な湧水時にも廃棄体からの放

射性物質の漏出が過大とならないための適切な対策が講じられていること。 

４ 火災・爆発に対する考慮 
廃棄物埋設施設においては、火災・爆発の発生を防止し、かつ、万一の火災・爆発時にも施設外への放射性物

質の放出が過大とならないための適切な対策が講じられていること。 
５ 電源喪失に対する考慮 

廃棄物埋設地の附属施設においては、外部電源系の機能喪失に対応した適切な対策が講じられていること。 
６ 準拠規格及び基準 

廃棄物埋設施設の設計、建設・施工等については、適切と認められる規格及び基準によるものであること。 
 
管理期間内に係る安全評価 
 
１ 平常時評価 

平常時における公衆の受ける線量は、段階管理の計画、廃棄物埋設施設の設計、並びに敷地及びその周辺の状

況との関連において、合理的に達成できる限り低いものであること。 
２ 事故時評価 

技術的にみて想定される異常事象が発生するとした場合、公衆に対し、過度の放射線被ばくを及ぼさないこと。
 
管理期間の終了 
被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設地の管理は、有意な期間内に終了しうるとともに、管理を終了しても安全

が確保されていることを示すこと。なお、管理期間終了時点において、廃棄物埋設地に関する記録等を国又は国が

指定する機関に引き渡すこと。 
 

管理期間終了以後に係る安全評価 

管理期間終了以後に係る安全評価においては、処分方法に応じて、周辺住民あるいは特定の接近者個人が受ける

線量として、基本シナリオ、変動シナリオ、稀頻度事象シナリオ、人為事象シナリオの4 区分のシナリオを評価し、

それぞれのシナリオに対する「めやす」を満足することを示すこと。 

（１） 基本シナリオ 

科学的に確からしいシナリオ想定に基づく評価によって、埋設した放射性固体廃棄物に起因して発生すると想定

される放射性物質の生活環境に及ぼす影響が、無視できるほど軽微であることの科学的蓋然性を示すこと。 

発生の可能性が高く、通常起きるものと考えざるをえないようなシナリオを設定し、確からしい状態設定のもと

で確からしいパラメータを用いて評価すること。 

放射性物質が生活環境へ移行する経路に応じて、以下のシナリオに分類すること。 

ⅰ） 基本地下水シナリオ 

ⅱ） 基本ガス移行シナリオ 

ⅲ） 基本土地利用シナリオ 

基本地下水シナリオ及び基本ガス移行シナリオは、管理期間終了以後の時間の経過に応じた長期的な状態設定の
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考え方に基づき、期間を区分して評価すること。 

基本土地利用シナリオは、汚染域の利用可能性の観点から、隆起・侵食、海水準変動に伴う地形変化を考慮して

利用可能な土地ごとに区分して評価すること。 

（２） 変動シナリオ 

基本シナリオに対する変動要因を考慮した変動シナリオを想定しても、埋設した放射性固体廃棄物に起因して発

生すると想定される放射性物質の生活環境に及ぼす影響は、限定的であることを示すこと。 

基本シナリオを基に、確からしい事象の進展に基づく確からしいパラメータの変動要因を分析すること。 

安全評価上重要な変動要因を網羅的に組み入れた変動シナリオを設定し、 新の科学技術的知見に基づき、適切

な保守性を加味した上で、科学的に合理的と考えられる範囲のパラメータを使用して評価すること。なお、パラメ

ータ間に相関関係がある場合には、これを勘案した上で保守性が確保されるように設定すること。 

また、長期の安全性が、バリアの一つの機能に過度に依存していないことを、バリアの一部の機能を無視した変

動シナリオを設定して評価することにより示すこと。 

基本シナリオと同様に、放射性物質が生活環境へ移行する経路に応じて、以下のシナリオに分類すること。 

ⅰ） 変動地下水シナリオ 

ⅱ） 変動ガス移行シナリオ 

ⅲ） 変動土地利用シナリオ 

基本シナリオと同様に、変動地下水シナリオ及び変動ガス移行シナリオは、管理期間終了以後の時間の経過に応

じた長期的な状態設定の考え方に基づき、期間を区分して評価すること。 

基本シナリオと同様に、変動土地利用シナリオは、汚染域の利用可能性の観点から、隆起・侵食、海水準変動に

伴う地形変化を考慮して利用可能な土地ごとに区分して評価すること。 

（３）稀頻度事象シナリオ 

変動シナリオにおいてもなお想定しがたいほどの稀頻度の事象を敢えて想定しても、埋設した放射性固体廃棄物

に起因して発生すると想定される放射性物質の生活環境に及ぼす影響は、放射線防護上の特別の措置を必ずしも必

要とする状況に至らないことを示すこと。 

長期にわたって火山・火成活動、地震・断層活動による廃棄物埋設地の力学的な破壊、火山・火成活動による極

端な熱的・化学的な劣化の可能性を排除することが困難な地域においては、変動シナリオの想定を超える複数バリ

アの機能の同時喪失又は低下を仮想的に考慮した長期的な時間枠での稀頻度事象シナリオを念のため評価するこ

と。 

（４）人為事象シナリオ 

人為事象の発生の可能性を減ずる対策を講じたとしても、なおその発生可能性を否定しがたい人為事象シナリオ

については、人の行為を様式化した上で、埋設した放射性固体廃棄物に起因して発生すると想定される放射性物質

の生活環境に及ぼす影響が、周辺住民と特定の接近者個人のそれぞれに対して、放射線防護上の特別の措置を必ず

しも必要とする状況に至らないことを示すことにより、人為事象シナリオを含む安全評価に対して十分な頑健性を

有することを示すこと。 

放射能濃度、処分の区画単位の放射能量、人工バリアによる放射性物質の移行抑制に係る廃棄物埋設地の設計の

妥当性、生活環境からの離隔の妥当性等を示すことを目的に以下のシナリオを評価すること。 

ⅰ） ボーリングシナリオ 

ⅱ） トンネル掘削シナリオ 

ⅲ） 大開発土地利用シナリオ 

（５）評価期間 

埋設した放射性固体廃棄物に起因して発生すると想定される放射性物質の生活環境に及ぼす影響を、シナリオご

とに周辺住民あるいは特定の接近者個人が受ける線量として評価した値の 大値が出現するまでの期間を評価期

間に含むこと。 

（６）状態設定 

① 地質環境に係る長期変動事象の状態設定 

地質環境に係る長期変動事象を、プレート運動に起因する事象、気候変動に起因する事象及びプレート運動と気

候変動の両者に起因する事象に大別し、それぞれに関して基本シナリオ及び変動シナリオにおける状態を適切に設

定すること。 

② 将来における生活環境の状態設定 

廃棄物埋設地周辺の生活環境で 大の被ばくを受けると合理的に想定される個人を評価対象とすること。 

生活環境を構成する将来の人間の生活様式については、廃棄物埋設施設の敷地周辺の現在の関連する情報のほ

か、我が国で現在認められる一般的な生活様式を考慮して様式化すること。 

将来の生活環境の状態変化をもたらす可能性のある自然事象については、シナリオに応じた変化を考慮するこ

と。 

③ 廃棄物埋設地の状態設定 

廃棄物埋設地の特性に着目して、管理期間終了以後の時間の経過に応じた長期的な状態設定を行うこと。 

廃棄物埋設地は周囲の地質環境の影響を受けることから、地質環境に係る長期変動事象に対応して、廃棄物埋設

地に生ずる物理的・化学的現象の評価を実施し、状態設定を行うこと。 
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品質保証 

 

（１）管理期間終了までの品質保証 

設計及び建設・施工から管理期間終了に至るまでの各作業を的確に遂行するために必要な品質保証活動及びそれ

を実施する体制の構築に関する方針が適切に示されていること。 

（２）モデル及びパラメータに係る品質保証 

管理期間終了以後に係る安全評価に用いるモデル及びパラメータは、評価の目的に対して妥当であることが示さ

れたものであること。 

（３）管理期間終了以後に係る安全評価の更新 

管理期間終了まで繰り返し行う管理期間終了以後に係る安全評価の更新及びその評価に反映する廃棄物埋設地に

係る情報等を含む新しい科学技術的知見の収集について、その作業方法によって、管理期間終了以後の安全性を低

下させないように留意したうえで、計画の策定・更新に関する方針を示すこと。 

 
表 H6-1 技術上の基準 
１．廃棄物埋設施設等の技術上の基準 
（１）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する

規則第７条の規定による技術上の基準 
１ 廃棄物埋設地は、法第五十一条の二第一項又は法第五十一条の五第一項の許可に係る申請書及び法第六十二条

の二第一項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類（以下「許可申請書等」という。）に記載し

たところによるものであること。  
２ 坑道は、許可申請書等に記載したところによるものであること。  
３ 埋設を行うことによって、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質

の種類ごとの放射能の総量が、許可申請書等に記載した放射性物質の種類ごとの総放射能量を超えないこと。 
４ 廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物を埋設しないこと。  
５ 廃棄物埋設地は、許可申請書等に記載した方法に従って埋め戻すこと。 

 
（２）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する

規則第６条の規定による技術上の基準 
一 埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物

質の種類ごとの放射能の総量が、法第五十一条の二第一項又は法第五十一条の五第一項の許可に係る申請書及び

法第六十二条の二第一項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類（以下この条、第六条の三及び第

八条において「申請書等」という。）に記載した放射性物質の種類ごとの総放射能量を超えないこと。  
二 埋設開始前においては、廃棄物埋設地のうち埋設を行おうとする場所（廃棄物埋設地を次項第三号の内部仕

切設備によつて区画する場合は埋設を行おうとする区画。以下この号において同じ。）にたまつている水を排除

し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。  
三 コンクリート等廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性物質が飛散するおそれがあると

きは、飛散防止のための措置を講ずること。  
四 廃棄物埋設地は、土砂等を充てんすることにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において空げきが

残らないように措置すること。  
五 廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物を埋設しないこと。 
六 埋設が終了した廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないように

その表面を土砂等で覆うこと。  
七 廃棄物埋設施設は、前各号に定めるもののほか、申請書等に記載した構造及び設備を有すること。  

 
外周仕切を設置したピツト処分を行う場合 
前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおり。  
一 放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により施工すること。  
二 外周仕切設備は、次に掲げる要件を備えていること。 
イ 自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 
ロ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 

三 開口部の面積が五十平方メートルを超え、又は埋設容量が二百五十立方メートルを超える廃棄物埋設地は、

前号に掲げる要件を備え、かつ、放射線障害防止のため経済産業大臣の定める方法により施工された内部仕切

設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超えないように区画し、又は一区画の埋設容量がお

おむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。  
四 埋設時においては、外周仕切設備及び第三号の内部仕切設備を随時点検し、これらの設備の損壊又は放射性

物質の漏えいのおそれがあると認められる場合には、これらの設備の損壊又は放射性物質の漏えいを防止する

ために必要な措置を講ずること。  
五 埋設が終了した廃棄物埋設地又は第三号の内部仕切設備によつて区画する場合は埋設が終了した区画には、
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前項第六号に定めるところにより土砂等で覆う前に速やかに第二号に掲げる要件を備え、放射線障害防止のた

め経済産業大臣の定める方法により施工された覆いをすること。  
 
外周仕切を設置しないピツト処分を行う場合 
第一項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおり。  
一 放射線障害防止のため、経済産業大臣の定める方法により施工すること。  
二 放射性廃棄物を一体的に固型化したものは前項第二号に掲げる要件を備え、その体積はおおむね五百立方メ

ートルを超えないようにすること。 

 
２．埋設しようとする放射性廃棄物等の技術上の基準 
（１）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する

規則第１２条の規定による技術上の基準 
一 埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること。  
二 当該廃棄体が次に定めるとおりであること。 
イ 放射線障害防止のため、放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化してあること。 
ロ 放射能濃度が許可申請書等に記載した 大放射能濃度を超えないこと。 
ハ 廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質を含まないこと。 
ニ 埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。 
ホ 著しい破損がないこと。 
へ 容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、当該廃棄体に関して前条の申請書に記

載された事項と照合できるような整理番号を表示したものであること。 

 
（２）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する

規則第８条の規定による技術上の基準 
一 余裕深度処分を行う場合 
イ 埋設しようとする放射性廃棄物が加工施設（その燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む燃料体

の加工を専ら行うものに限る。）、原子炉施設又は再処理施設を設置した工場又は事業所において生じた

ものであること 
ロ 埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること 
ハ 当該廃棄体が次項に定めるとおりであること 

二 ピツト処分を行う場合 
イ 埋設しようとする放射性廃棄物が原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じたものであること 
ロ 埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体又はコンクリート等廃棄物であること 
ハ 当該廃棄体又はコンクリート等廃棄物が次項又は第三項に定めるとおりであること 

三 トレンチ処分を行う場合 
イ 埋設しようとする放射性廃棄物が原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じたものであること 
ロ 埋設しようとする放射性廃棄物がコンクリート等廃棄物であること 
ハ 当該コンクリート等廃棄物が第三項に定めるとおりであること 

 
余裕深度処分及びピット処分を行う廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。  
一 放射線障害防止のため、放射性廃棄物を経済産業大臣の定める方法により容器に封入し、又は容器に固型

化してあること。  
二 放射能濃度が申請書等に記載した 大放射能濃度を超えないこと。  
三 表面の放射性物質の密度が第十四条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないこと。  
四 廃棄体の健全性を損なうおそれのある物質を含まないこと。  
五 埋設された場合において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。  
六 著しい破損がないこと。  
七 容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付け、及

び当該廃棄体に関して前条の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号を表示したものであるこ

と。  
 
コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準については、次の各号に掲げるとおりとする。  
一 爆発性の物質を含まないこと。  
二 当該コンクリート等廃棄物に関して前条の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられ

ていること。 
三 放射能濃度が申請書等に記載した 大放射能濃度を超えないこと。 
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表 H6-2 保安規定に記載すべき事項 
（核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則

第６３条第１項） 
一  関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。 
二  安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。 
三  廃棄物埋設施設の品質保証に関すること（根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制並びに作業手

順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。）。 
四  廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 
五  廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権

限及び組織上の位置付けに関すること。  
六 廃棄物埋設施設の放射線業務従事者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの 
イ 保安教育の実施方針（実施計画の策定を含む。）に関すること。 
ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの 
（１）関係法令及び保安規定に関すること。 
（２）廃棄物埋設施設の構造、性能及び操作に関すること。 
（３）放射線管理に関すること。 
（４）核燃料物質等の取扱いに関すること。 
（５）非常の場合に採るべき処置に関すること。 
ハ その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項 

七 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。  
八 管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。  
九 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。  
十 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並

びに汚染の除去に関すること。  
十一 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。  
十二 廃棄物埋設施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。  
十三 廃棄物埋設施設の施設定期自主検査に関すること。  
十四 放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄その他の取扱いに関すること。  
十五 非常の場合に採るべき処置に関すること。  
十六 廃棄物埋設施設に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する適正な記録及び報告（第八十九条各号

に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。）に関する

こと。 
十七 廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関すること。  
十八  保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び

他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。 
十九  不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 
二十 その他廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項 

 
表 H6-3 廃棄の方法 
（核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則

第６１条の要約） 
１．気体状の放射性廃棄物 
１）排気施設によって排出すること。 

排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中

における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備

において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の

濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。 
２）放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。 

 
２．液体状の放射性廃棄物 
１）排水施設によって排出すること。 

排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の

水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。こ

の場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、

周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えな

いようにすること。 
２）放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。 
３）容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
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a. 放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
・水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。 
・き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。 
・容器のふたが容易に外れないものであること。 

b. 放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物

の飛散又は漏れを防止できるものであること。 
c. 放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。 

・放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器にき裂若しくは破損が生じた場合に封

入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に

設けること等により、汚染の広がりを防止すること。 
・放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性

廃棄物に関して第四十四条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示する

こと。 
・当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。 

４）放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。 
５）放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。 
６）廃棄物埋設施設及び埋設しようとする放射性廃棄物の技術上の基準に従って廃棄物埋設地に埋設すること。

地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監

視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣が定める濃度限度を超えないよう

にすること。 
 
３．固体状の放射性廃棄物 
１）放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。 
２）容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

a. 放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 
・水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。 
・き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。 
・容器のふたが容易に外れないものであること。 

b. 放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物

の飛散又は漏れを防止できるものであること。 
c. 放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。 

・放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性

廃棄物に関して第四十四条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示する

こと。 
・当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。 

３）２）の方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を

必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。 
４）廃棄物埋設施設及び埋設しようとする放射性廃棄物の技術上の基準に従って廃棄物埋設地に埋設すること。

地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監

視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣が定める濃度限度を超えないよう

にすること。 

 
表 H6-4 報告対象事象 
（核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則

第８９条） 
第一種廃棄物埋設事業者は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を

１０日以内に経済産業大臣に報告しなければならない 
  
（１）核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。  
（２）廃棄物埋設施設の故障があった場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であ

って、第一種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。  
（３）廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線

障害を防止するための放射線の遮へい機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能

を喪失し、又は喪失するおそれがあったことにより、第一種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。  
（４）廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排

出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められ

たとき。  
（５）気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質
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の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えたとき。  
（６）周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えたと

き。  
（７）核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。  
（８）廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたと

き。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置

を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 
a. 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止する

ための堰の外に拡大しなかったとき。 
b. 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持さ

れているとき。 
c. 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。 

（９）廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあ

ったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては５ミリシーベルト、放射線業

務従事者以外の者にあっては０．５ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。  
（１０）放射線業務従事者について経済産業大臣の定める線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあっ

たとき。  
（１１）廃棄物埋設施設に関し、人の障害（放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。）

が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 
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L5 使用済燃料貯蔵 
 

 
図 L5-1 リサイクル燃料備蓄センター概念図 
（出典：リサイクル燃料貯蔵（株）ホームページ） 

 
 

 
図 L5-2 リサイクル燃料備蓄センター建設工事状況 

（出典：リサイクル燃料貯蔵（株）ホームページ） 
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図 L5-3 金属キャスク概要図 

（出典：リサイクル燃料貯蔵（株）ホームページ） 
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L6 廃棄物埋設 
 
L6.1 廃棄物埋設の分類 
 

 
図 L6-1 我が国の放射性廃棄物埋設処分方法の分類 

（出典：資源エネルギー庁ホームページ） 
 
L6.2 浅地中ピット処分 
 

 
 

図 L6-2 浅地中ピット処分の例（出典：資源エネルギー庁ホームページ） 
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L6.3 余裕深度処分 
 

 
図 L6-3-1 廃棄物埋設施設の地下部分の概略図 

（出典：「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制について」総合資源エネルギー調査

会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会２００８年１月） 
 
 

 
図 L6-3-2 処分空洞の垂直断面概略図 

（出典：「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制について」総合資源エネルギー調査

会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会２００８年１月） 
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図 L6-3-3 安全評価における性能評価モデル 

（出典：「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制について」総合資源エネルギー調査

会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会２００８年１月） 
 
 
 

 
図 L6-3-4 調査坑 

（出典：「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安全規制について」総合資源エネルギー調査

会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会２００８年１月） 
 
L6.4 地層処分 
 

 
図 L6-4 地層処分（併置処分）の概念（出典：資源エネルギー庁ホームページ） 
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L7 東京電力福島原子力発電所の事故に関連した報告書等 
 
 原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書－東京電力福島原子

力発電所の事故について－（概要）（原子力災害対策本部、平成２３年６月） 
http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/iaea_houkokusho.html 

 
 国際原子力機関に対する日本国政府の報告書－東京電力福島原子力発電所の事故につい

て－（第２報）（概要）（原子力災害対策本部、平成２３年９月） 
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/backdrop/20110911.html 

 
 「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋進捗状況」について（原子

力災害対策本部 政府・東京電力統合対策室、２０１１年１０月１７日） 
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/release.html 
 

 放射性物質汚染対処特別措置法（２０１１年８月３０日） 
http://www.env.go.jp/jishin/index.html#rmp 

 
 除染に関する緊急実施基本方針（原子力災害対策本部、２０１１年８月２６日） 

http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110826001/20110826001.html 
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